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熊本県における価格転嫁の状況について

○ 熊本県商工会連合会による会員事業者への影響調査（R7.9）によると、約８割の事業者が

「価格転嫁できた」と回答しており、全体として価格転嫁は進みつつある。

○ 一方で、「価格に十分転嫁できている」との回答は５％にとどまるとともに、「価格転嫁は

できたが、不十分である」との回答が約７割を占め、依然として事業者の経営を圧迫してい

る状況が続いている。

（参考）熊本県商工会連合会による調査結果



熊本県における価格転嫁円滑化に関する取組みについて

○熊本県商工会議所連合会をはじめとする経済団体や、国等の関係機関(計16機関)と適切な

価格転嫁に向けた機運の醸成を目的に「価格転嫁の円滑化に関する協定」を締結

価格転嫁の円滑化に関する協定（R5.12.19）

【目的】

成長と分配の好循環を生み出すべく、中小企業・小規模事業

者及び農林業者における賃上げを実現するため、相互に連携及

び協力を行い、労務費、原材料費、エネルギーコスト等の上昇

分を適切に価格転嫁することについての機運を醸成することに

より、サプライチェーン全体での共存共栄、付加価値の向上を

図り、もって県内中小企業者等の稼ぐ力を高める。

【連携及び実施内容】

次に掲げる事項について、相互に連携して実施

（１）価格転嫁の状況に関する情報収集と発信

ア 県内企業への聞き取り調査等を通じた情報収集

イ 情報収集の結果の共有と発信

（２）価格転嫁の円滑化に関する支援情報等の周知

ア 価格転嫁の円滑化に関する支援情報等の共有

イ ウェブサイト、講習会・セミナー等を活用した

県内企業への周知

（３）パートナーシップ構築宣言の促進

ア 県内企業へ周知を通じた認知度の向上

イ 宣言企業に対する支援策の検討

（４）重要な社会インフラである物流における「標準的な

運賃」の促進

ア 商工団体等を通じた荷主等に対する周知及び依頼等

イ 消費まで含めたサプライチェーン全体での理解の醸成

【協定締結団体（16機関）】

（行政機関）

県、九州経済産業局、九州運輸局、九州農政局、熊本労働局

（経済団体等）

熊本県商工会議所連合会、熊本県商工会連合会、

熊本県中小企業団体中央会、熊本経済同友会、熊本県経営者協会、

熊本県中小企業家同友会、一般社団法人熊本県工業連合会、

公益社団法人熊本県トラック協会、熊本県農業協同組合中央会

一般社団法人熊本県木材協会連合会、

日本労働組合総連合会熊本県連合会

（協定締結式の様子）
２



熊本県における価格転嫁円滑化に関する取組みについて

（参考）県ホームページ

○一般消費者を対象とするSNS、ポスター・チラシによる広報活動（12月）

➢ SNSについては、幅広い年齢層を対象とできるLINEでの広報を想定。

➢ ポスターは広報課の連携協定締結店舗（セブンイレブン等）、チラシは価格転嫁協定締結団体等を経由

して配布予定。

○事業者を対象とする価格転嫁セミナーの開催（12月、１月）

➢ 単に売価を上げる価格転嫁のテクニックだけではなく、

    これまでの好事例や業種にあった手法の紹介と合わせて経営者

    のマインドの転換を訴求する内容を想定（※詳細は次頁チラシ参照）

○価格転嫁協定団体による意見交換会の開催（R7.9.25）

○価格交渉促進月間（9月・3月）に合わせた広報の実施

➢ 価格転嫁協定締結団体を通じ、パートナーシップ構築宣言や

労務費指針の周知徹底等に積極的に取り組むように要請（R7.8.29）

➢ また、価格転嫁に関する消費者や取引先の理解促進のために

     ラジオ広報を実施（R7.9.10）

○パートナーシップ構築宣言の促進

➢ 県補助金における宣言企業の優遇措置

➢ 県が実施する企画コンペ方式、プロポーザル方式又は

総合評価競争入札で宣言企業に対する加点措置

○県ホームページでの広報

➢ 下請法改正や価格転嫁の状況等に関する情報、

パートナーシップ構築宣言などの情報を掲載

令和７年度の具体的な取組内容
※赤字は今年度新たな取り組み

３

（協定締結団体による意見交換会の様子）



事業者向けの価格転嫁セミナーについて

４


	スライド 1
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4

